
 

船舶事故調査報告書 

令和７年７月９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和６年４月２日 １３時２１分ごろ 

発生場所 福岡県北九州市藍
あいの

島東方沖 

 藍島港大泊
おおどまり

東２防波堤灯台から真方位０３９°６６０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５９.８′ 東経１３０°４９.５′） 

事故の概要 貨物船FUKUKAWA
フ ク カ ワ

は、航行中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和６年４月９日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 FUKUKAWA（ベリーズ国籍）、２,９９５トン 

８３５５６０７（ＩＭＯ番号）、RONGCHENG HAIDU SHIPPING CO.,LTD 

 乗組員等に関する情報 船長（中華人民共和国籍）、免状不詳 

航海士Ａ（中華人民共和国籍）、免状不詳 

 負傷者 なし 

 損傷 船首部船底外板に亀裂等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期、潮高 約１０１cm（関門） 

 事故の経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本船は、船長及び航海士Ａほか１０人が乗り組み、大分県大分市大

分港に向けて中華人民共和国南通
ナントン

港を出港し、関門海峡西口に向けて

東進していた。 

 航海士Ａは、藍島西北西方沖１２海里（Ｍ）付近で航海当直を引き

継いだ後、単独の船橋当直についた。 

航海士Ａは、レーダー及び電子海図表示装置を作動させ、自動操舵

により操船に当たり、藍島北方沖１.５Ｍ付近に向け、約８ノットの

対地速力で本船を東南東進させた。 

本船が使用していた電子海図表示装置は、等深線の表示がない簡易

表示装置であった。 

 本船の予定航路は、藍島東方沖の古敷
こ し き

岩の東方を南進し、藍島と北

九州市馬島の間の位置通報ライン（ＡＳライン）を通って関門第２航

路に入航するものであった。 

 航海士Ａは、藍島北北西方沖２Ｍ付近において、本船の予定航路は

把握していたものの、関門航路への航程を短縮する目的で、藍島北東

岸に沿って徐々に針路を右に転じた。 

（図１ 参照） 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 航行経路図 

 

航海士Ａは、本船の南南東進を開始したところ、関門海峡海上交通

センター（以下「関門マーチス」という。）から、左舷船首方の浅瀬

（以下「本件浅所」という。）についての情報提供を受けた。 

 航海士Ａは、左舷船首方に古敷岩を視認し、これと藍島の中間を通

過すれば安全に航行できると思い、海図で周辺の水深を確認すること

なく、更に針路を右に転じて本船を南進させたところ、突然船体に衝

撃を感じ、直ちに機関を停止した。 

 船長は、自室で休憩していたところ船体に衝撃を感じ、直ちに昇橋

して船位を確認し、古敷岩から北西方に拡延する浅所に乗り揚げたこ

とを認めた。 

（図２ 参照） 
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図２ 航行経路図（拡大） 

 

本船は、損傷等の確認を行った結果、航行に支障はなく、関門マー

チスの指示により自力航行で山口県下関市六連
む つ れ

島東方沖に投錨した。 

 船長は、航海士Ａが十分な技量を有していたので、位置通報ライン

（ＡＳライン）の通過を目安に、昇橋して操船を交替する予定であっ

た。 

航海士Ａは、視界が良好で、周囲の状況が良く見えており、接近す

る他船もいなかったので、海図を確認せず、目視による見張りのみで

操船していた。 

 本船の喫水は、船首が約５.４ｍ、船尾が約６.０ｍであった。 

海図Ｗ１３５（関門海峡）によれば、古敷岩付近から北西方約０.５

Ｍにかけて浅所が拡延しており、本事故発生場所付近の水深は３.９

ｍであった。 

分析  本船は、藍島東方沖を南南東進中、航海士Ａが、本件浅所の拡延状

況を把握していない中、航程を短縮しようとして本件浅所に向けた進

路を取り、関門マーチスから情報提供を受けたものの、古敷岩と藍島

の中間を通過すれば安全に航行できると思い、海図を確認するなどし

て周辺の水深状況を確認しなかったことから、本件浅所に向かってい

ることに気付かず、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

 航海士Ａは、視界が良好で、周囲の状況が良く見えており、接近す
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る他船もいなかったので、海図で周辺の水深状況を確認することな

く、古敷岩と藍島の中間付近を通る針路に向けたものと考えられる。 

 船長は、航海士Ａが十分な技量を有していると思っていたことか

ら、位置通報ライン（ＡＳライン）に至るまでは航海士Ａに操船を任

せ、関門航路の通航に備えて自室で休憩していたものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、藍島東方沖を南南東進中、航海士Ａが、航程を

短縮しようと独断で予定航路を変更する際に、海図で周辺の水深状況

を確認しなかったため、古敷岩と藍島の中間付近を通る針路に向けて

航行し、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・操船者は、他船との衝突を避ける等、やむを得ない場合を除き、

予定航路を船長に無断で変更しないこと。 

 ・操船者は、予定航路から離れる場合には、新たな航路上に浅所等

危険な箇所がないか海図等を活用し十分に確認すること。 

 


